


職場に労働組合がなくても春闘を始めてみよう 
 日本の労働組合法は、一人でも労働組合に加入している人がいれば、その人が
勤める会社との団体交渉権や団体行動権（ストライキ権）が保障される。それゆえ、
一人からでも、個人加盟できる労働組合（ユニオン）に相談・加入し、会社と賃上げ
について交渉の場を持つことができる。労働組合の要求や交渉に同僚や世間から
の共感が集まれば、それが「追い風」となり賃上げが実現する可能性も高まる。 

 非正規春闘実行委員会によると、現時点では交渉相手となっていない会社であっ
ても、その会社で働く非正規労働者から賃上げ交渉をしたいという相談があれば、
すぐに賃上げ交渉を始めることができる体制が整っているという。 

 「満額回答」「高額回答」とも言われる今年の春闘を、大企業正社員の話だけで終
わらせてよいはずがない。職場に労働組合のないことが多い非正規雇用労働者
（労働者に近い働き方をしているフリーランスを含む）や中小零細企業で働く人たち
は、より生活が苦しいだろう。3/13ｙａｈｏｏ-news 

労働組合のナショナルセンターの所属の垣
根を越えて、非正規雇用の労働者が自分た
ちの賃金・労働条件の改善のために動き出
しています。昨日もコミュニティ・ユニオン関
西ネットの集会デモがあり参加してきました。
運動が広がっているようです。 

わが西成の「労働市場」本来ならば年
度末の追い込み工事がおしよせてもい
いはずですが、閑散として閑古鳥が鳴く
事態がつづいています。2023年度も今

週で終わり。来週から新年度。一段と
厳しい年度となりそうです。 


